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「第３２５回 判例･事例研究会」 
 

集合動産譲渡担保と所有権留保の優劣 

 

 

日   時 

 

令和元年１２月１１日 

 

場   所 

 

 

湊総合法律事務所 第１会議室 

 

報 告 者 

 

 

弁護士  服 部   毅 

 

【判例】 

 

事件の表示 

 

事 件 名 不当利得返還等請求事件 

平成２９年(受)第１１２４号 

判    決 最高裁平成３０年１２月７日判決 

 

 

 

事案の概要 

 

 

Ｙ（被上告人）は、Ｚとの間で、平成２２年３月、ＹがＺ

に金属スクラップ等を継続的に売却する旨の売買契約（以

下「本件売買契約」という。）を締結した。本件売買契約に

は、Ｙは目的物の代金を毎月２０日締めでＺに請求し、Ｚ

は上記代金を翌月１０日に支払うとの定めのほか、目的物

の所有権は上記代金の完済をもってＹからＺに移転すると

の定め（以下「本件条項」という。）があった。 

 Ｘ（上告人）は、平成２５年３月に、ＸがＺに融資する旨

の契約を締結し、上記契約によりＸがＺに対する債権を担

保するため、金属製品の在庫製品等で、Ｚが所有し、Ｚの工

場等で保管する物全部を目的とする集合動産譲渡担保権

（以下「本件譲渡担保権」という。）が設定され、登記がさ

れた。 

その後、Ｚは、事業を廃止する旨通知したため、Ｙは、Ｚ

の事業廃止後、本件売買契約によってＺに引き渡し、Ｚの

工場で保管されていた金属スクラップ等につき、動産引渡

断行の仮処分命令申立てを行い、同決定に基づいて、上記

金属スクラップ等を引き揚げ、第三者に転売した。 
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 そこで、Ｘは、Ｙによる上記金属スクラップ等の引き揚

げ、転売がＸの本件譲渡担保権を侵害する不法行為に当た

るとして損害賠償を請求するとともに、Ｙが得た利益は不

当利得にあたるとして同額の不当利得金を請求した。 

 

論 点 

 

留保所有権者と集合動産譲渡担保権者との優劣 

 

 

判  旨 

 

 

 所論は，本件売買契約において，本件条項に基づきＹが

本件動産の所有権を留保することは本件動産の所有権をＹ

からＺに移転させた上でＺがＹのために担保権を設定した

ものとみるべきであるにもかかわらず，本件動産につき、

その所有権がＹからＺに移転しておらず，ＸがＹに対して

本件譲渡担保権を主張することができないとした原審の判

断には，法令解釈の誤り，判例違反がある旨をいうもので

ある。 

 上記事実関係等によれば，本件売買契約は，金属スクラ

ップ等を反復継続して売却するものであり，本件条項は，

その売買代金の支払を確保するために，目的物の所有権が

その完済をもってＹからＺに移転し，その完済まではＹに

留保される旨を定めたものである。 

 本件売買契約では，毎月２１日から翌月２０日までを一

つの期間として，期間ごとに納品された金属スクラップ等

の売買代金の額が算定され，一つの期間に納品された金属

スクラップ等の所有権は，上記の方法で額が算定された当

該期間の売買代金の完済までＹに留保されることが定めら

れ，これと異なる期間の売買代金の支払を確保するために

Ｙに留保されるものではない。上記のような定めは，売買

代金の額が期間ごとに算定される継続的な動産の売買契約

において，目的物の引渡しからその完済までの間、その支

払を確保する手段を売主に与えるものであって，その限度

で目的物の所有権を留保するものである。 

 また，Ｙは，Ｚに対して金属スクラップ等の転売を包括

的に承諾していたが，これは，ＹがＺに本件売買契約の売

買代金を支払うための資金を確保させる趣旨であると解さ

れ，このことをもって上記金属スクラップ等の所有権がＺ

に移転したとみることはできない。 

 以上によれば，本件動産の所有権は，本件条項の定めど

おり，その売買代金が完済されるまでＹからＺに移転しな
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いものと解するのが相当である。したがって，本件動産に

つき，Ｘは，Ｙに対して本件譲渡担保権を主張することが

できない。 
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